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特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
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る
騒
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定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
に
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つ
い
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制
す
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指
定
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特
定
工
場
等
に
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い
て
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生
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る
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の
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制
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の
一
部
改
正
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動
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止
す
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す
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指
定

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
四
二
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定
工
場
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に
お
い
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発
生
す
る
振
動
の
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制
基
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の
一
部
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正

○
悪
臭
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…
四
二

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
表
第
四
第
二
号
の
４
の
備
考
た
だ

し
書
、
別
表
第
七
第
六
号
の
表
備
考
１
た
だ
し
書
及
び
別
表
第
八
の
備
考
１
た
だ
し
書
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…
四
二

規
定
に
基
づ
く
知
事
が
指
定
す
る
甲
府
市
の
地
域
に
お
け
る
区
域
の
区
分
を
廃
止
す
る
告

示山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
表
第
五
付
表
第
一
号
の
規
定
に
基

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
四
二

づ
く
知
事
が
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定
す
る
甲
府
市
の
区
域
を
廃
止
す
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介
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く
指
定
居
宅
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ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
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…
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指
定
の
取
消
し

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
三

○
建
設
業
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廃
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届
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可
の
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（
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件
）
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…
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六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
十
三
号

山
梨
県
県
民
保
健
医
療
意
識
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例
（
昭
和

二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
調
査
の
名
称

山
梨
県
県
民
保
健
医
療
意
識
調
査

二
　
調
査
の
目
的

県
民
の
健
康
状
態
、
健
康
意
識
、
保
健
医
療
に
関
す
る
受
療
実
態
及
び
意
識
等
を
把
握
し
、
山
梨

県
地
域
保
健
医
療
計
画
策
定
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
報
告
を
求
め
る
事
項

１
　
健
康
状
態
及
び
病
気
に
対
す
る
意
識
に
関
す
る
事
項

２
　
健
康
診
断
の
受
診
に
関
す
る
事
項

３
　
行
政
機
関
に
よ
る
保
健
衛
生
サ
ー
ビ
ス
へ
の
要
望
に
関
す
る
事
項

４
　
「
か
か
り
つ
け
医
」
に
関
す
る
事
項

５
　
不
足
と
感
じ
て
い
る
診
療
科
に
関
す
る
事
項

６
　
医
療
機
関
を
選
ぶ
方
法
に
関
す
る
事
項

７
　
在
宅
医
療
及
び
終
末
期
の
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
事
項

８
　
う
つ
病
等
へ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

９
　
救
急
医
療
に
関
す
る
事
項

１０

医
療
相
談
に
関
す
る
事
項

１１

歯
科
診
療
へ
の
要
望
に
関
す
る
事
項

１２

医
療
機
関
に
つ
い
て
の
情
報
に
関
す
る
事
項

１３

医
療
施
策
全
体
へ
の
要
望
に
関
す
る
事
項

１４

臓
器
移
植
に
対
す
る
意
識
に
関
す
る
事
項

１５

性
別
、
年
齢
、
健
康
保
険
の
種
類
、
同
居
家
族
及
び
居
住
市
町
村
に
関
す
る
事
項

四
　
基
準
と
な
る
期
日

平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
を
調
査
基
準
日
と
す
る
。

五
　
報
告
を
求
め
る
者

１
　
調
査
地
域

山
梨
県
全
域

２
　
調
査
対
象

県
内
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
等
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
二
十
歳
以
上
の
者（
四
千
五
百
人
）

六
　
報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

自
計
式
調
査
と
し
、
調
査
票
の
配
布
及
び
回
収
は
、
郵
送
に
よ
り
行
う
。

七
　
報
告
を
求
め
る
期
間

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

一
月
三
十
日

第
二
千
百
九
十
九
号

月　曜　日



平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
十
五
日
ま
で
を
調
査
期
間
と
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
三
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
す
る
区
域
　
別
図
の
と
お
り

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三
　
指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置
　
地
下
水
の
水
質
の
測
定

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

三
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

三
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

四
〇

山
梨
県
告
示
第
三
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
す
る
区
域
　
別
図
の
と
お
り

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

四
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

四
二

山
梨
県
告
示
第
三
十
六
号

特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
及
び
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
に
つ
い
て
規

制
す
る
地
域
の
指
定
並
び
に
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
基
準
（
昭
和
五
十
二
年
山

梨
県
告
示
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
中
「
富
士
吉
田
市
、
都
留
市
、
山
梨
市
、
大
月
市
、
韮
崎
市
、
南
ア
ル
プ
ス
市
、
北
杜
市
、
甲
斐

市
、
笛
吹
市
、
上
野
原
市
、
甲
州
市
、
中
央
市
、」
及
び
「
、
忍
野
村
」
を
削
る
。

別
添
図
面
中
昭
和
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
の
よ
う
に
改
め
る
。

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
は
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
当
該
区
域
を

所
管
す
る
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。）

（
経
過
措
置
）

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
特
定
工
場
等
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
も
の
を
含

む
。）
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
及
び
特
定
建

設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
の
指
定
並
び
に
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発

生
す
る
騒
音
の
規
制
基
準
の
規
定
に
よ
る
規
制
基
準
値
が
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
工
場
等

に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
及
び
特
定
建
設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
の

指
定
並
び
に
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
基
準
の
規
定
に
よ
る
規
制
基
準
値
未
満
と

な
る
も
の
に
係
る
規
制
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

山
梨
県
告
示
第
三
十
七
号

振
動
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
の
指
定
及
び
特
定

工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
振
動
の
規
制
基
準
（
昭
和
五
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
百
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
中
「
富
士
吉
田
市
、
都
留
市
、
山
梨
市
、
大
月
市
、
韮
崎
市
、
南
ア
ル
プ
ス
市
、
北
杜
市
、
甲
斐

市
、
笛
吹
市
、
上
野
原
市
、
甲
州
市
、
中
央
市
、」
及
び
「
、
忍
野
村
」
を
削
る
。

別
添
図
面
中
昭
和
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
の
よ
う
に
改
め
る
。

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
は
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
当
該
区
域
を

所
管
す
る
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。）

（
経
過
措
置
）

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
特
定
工
場
等
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
も
の
を
含

む
。）
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
振
動
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
の
生
活
環
境
を

保
全
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
の
指
定
及
び
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
振
動
の
規
制
基
準
の
規
定

に
よ
る
規
制
基
準
値
が
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
振
動
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
の
生
活
環

境
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
の
指
定
及
び
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
振
動
の
規
制
基
準
の

規
定
に
よ
る
規
制
基
準
値
未
満
と
な
る
も
の
に
係
る
規
制
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日

か
ら
一
年
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
告
示
第
三
十
八
号

悪
臭
原
因
物
の
排
出
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準
（
平
成
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

別
表
中
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
を
削
り
、
同
表
第
十
三
号
中
「
市
川
三
郷
町
」
の
下
に
「
に
係
る
地

域
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
一
号
と
し
、
同
表
中
第
十
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
三
号

と
し
、
第
十
六
号
を
第
四
号
と
し
、
同
表
第
十
七
号
Ａ
区
域
の
項
中
「
河
西
、
上
河
東
及
び
築
地
新
居
」

を
「
築
地
新
居
、
飯
喰
、
河
西
及
び
上
河
東
」
に
改
め
、
同
号
Ｂ
区
域
の
項
中
「
飯
喰
の
全
部
並
び
に
」

を
削
り
、「
築
地
新
居
」
の
下
に
「
、
飯
喰
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、
同
表
中
第
十
八

号
を
第
六
号
と
し
、
第
十
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
八
号
と
し
、

第
二
十
二
号
を
第
九
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
十
号
と
す
る
。

別
添
図
面
中
昭
和
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
の
よ
う
に
改
め
る
。

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
は
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
当
該
区
域
を

所
管
す
る
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。）

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
三
十
九
号

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
表
第
四
第
二
号
４
の
備
考
た
だ
し
書
、
別
表

第
七
第
六
号
の
表
備
考
１
た
だ
し
書
及
び
別
表
第
八
の
備
考
１
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
指

定
す
る
甲
府
市
の
地
域
に
お
け
る
区
域
の
区
分
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
）
は
、

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
四
十
号

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
表
第
五
付
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
知
事



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

四
三

が
指
定
す
る
甲
府
市
の
区
域
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号
）
は
、
平
成
二
十
四
年
三

月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

北
杜
八
ヶ
岳

北
杜
市
高
根
町
上
黒
沢
字
宮
尾
根
七

二
三
九
・
六
平
成
二
十
四

公
園
線

八
六
番
の
一
地
先
か
ら

年
一
月
三
十

北
杜
市
高
根
町
上
黒
沢
字
前
田
八
四

日

九
番
の
四
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

甲
府
韮
崎
線

甲
斐
市
龍
地
字
烏
塚
三
〇
三
八
番
の

二
四
〇
・
〇
平
成
二
十
四

五
地
先
か
ら

年
一
月
三
十

甲
斐
市
龍
地
字
大
滝
六
四
〇
九
番
の

日

一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

定
の
取
消
し

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
九
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
事
業
者
に
つ
い
て
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
し
た
事
業
者
の
名
称
等

事
業
者
の
名

事
業
者
の
所
在

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在

サ
ー
ビ
ス
介
護
保
険
事

称

地

地

の
種
類

業
所
番
号

有
限
会
社
ふ

都
留
市
井
倉
み

有
限
会
社
ふ
じ

都
留
市
井
倉
み

福
祉
用
具
一
九
七
一
一

じ
福
祉
サ
ー

と
ふ
し
二
九
八

福
祉
サ
ー
ビ
ス

と
ふ
し
二
九
八

貸
与
・
特
〇
〇
〇
四
三

ビ
ス

番
八

番
八

定
福
祉
用

具
販
売
・

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

三
　
処
分
の
内
容

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
付
け
山
梨
県
指
令
富
東
福
第
百
二
十
八
号
│
十
九
で
指
定
し
た
福
祉

用
具
貸
与
事
業
所
、
平
成
十
九
年
九
月
十
日
付
け
山
梨
県
指
令
富
東
福
第
七
百
三
十
九
号
│
四
で
指

定
し
た
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
及
び
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日
付
け
山
梨
県
指
令
富
東
福

第
九
千
四
百
八
十
号
で
指
定
し
た
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
の
指
定
を
取
り
消
す
。

'

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

四
四

る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
協
議
を
行
う
に
あ
た

り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
四
ヶ
村
堰
地
区
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
の
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画

の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
概
要

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

南
ア
ル
プ
ス
市
役
所

四
　
意
見
書
の
提
出
方
法

こ
の
事
業
計
画
概
要
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
最
終
日
ま
で
に
、
中
北
農
務
事

務
所
長
あ
て
書
面
で
提
出
し
て
下
さ
い
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
筒
井
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
石
和
町
河
内
六
十
五
番
地
一

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
齋
藤
祐
次
郎

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
二
）
第
二
三
三
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を

廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
鳴
沢
住
建

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
鳴
沢
村
八
百
六
十
九
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
渡
辺
巳
代
治

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
四
五
七
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
奥
秋
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
都
留
市
大
幡
千
九
百
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
奥
秋
幸
治

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
九
）
第
七
一
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶

縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

四
五

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
ニ
チ
カ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
六
百
十
四
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
玄
間
弘

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
三
）
第
八
四
三
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が

・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事

業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
匠
ハ
ウ
ジ
ン
グ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
百
三
十
三
番
地
五

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
佐
々
木
亮

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
五
三
三
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
羽
田
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
八
百
十
一
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
羽
田
順
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
二
一
）
第
三
八
五
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ

ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事

業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
並
び
に

土
木
工
事
業
及
び
建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
三
井
電
気

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
高
根
町
箕
輪
二
千
二
百
十
五
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
井
和
雄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
四
八
二
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

四
六

１
　
商
号
　
有
限
会
社
大
澤
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
山
梨
市
牧
丘
町
室
伏
二
百
八
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
大
澤
徳
雄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
二
）
第
五
七
一
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
芦
沢
建
築

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
二
千
九
百
三
十
七
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
芦
澤
晃

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
八
〇
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
及
び
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
付
け
で
中
央
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
中
央
市
全
域

'

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
一
月
十
九
日
付
け
で
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
甲
府
河

川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
準
点
測
量
（
３
級
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
斐
市
竜
王
地
内


